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平成２３年度地方労働行政運営方針の策定について

厚生労働省は、本日付けで「平成２３年度地方労働行政運営方針」を策定した。

各都道府県労働局においては、この運営方針を踏まえつつ、各局内の管内事情に則した

重点課題を盛り込んだ行政運営方針を策定し、計画的な行政運営を図ることとしている。

「平成２３年度地方労働行政運営方針の概要」は以下のとおりである。

平成２３年度地方労働行政運営方針の概要

１ 平成２３年度地方労働行政の課題

（１）厳しい雇用環境下における雇用・生活安定の確保

求職者支援制度の創設、雇用保険の機能強化による公共職業安定所を拠点とし

た積極的就労・生活支援対策、在職中の非正規労働者の均衡待遇・正社員化の推

進、失業者の正社員就職支援等により非正規労働者の多様な形態による正社員化

の推進対策などにより、厳しい経済環境下における雇用・生活安定の確保を図る

必要がある。

（２）安心して働くことのできる環境整備

最低賃金の引上げ、ワーク・ライフ・バランス対策、労働者の安全と健康確保

対策などにより、安心して働くことのできる環境整備を図る必要がある。
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２ 地方労働行政の展開に当たっての基本的対応

総合労働行政機関として地方公共団体、労使団体等との連携を図るとともに、地

域の実態把握、コスト削減等を通じた計画的かつ効率的な行政運営を推進する。

３ 平成２３年度地方労働行政の重点施策

（１）東日本大震災の被災者等に対する雇用・労働施策の実施

平成２３年度補正予算等を踏まえ、雇用保険の給付や雇用調整助成金の活用によ

り生活及び雇用の安定を図るとともに、復旧事業等による雇用創出や「 日本はひ『

とつ』しごとプロジェクト」により確実な就労支援・雇用創出に取り組む。

（２）総合労働行政機関として推進する重点施策

○ 総合労働行政機関としての機能を地域の中で発揮していくため、地域に影響を

及ぼす企業倒産、雇用調整が発生した場合、労働条件の確保、雇用の安定等を図

るための総合的かつ機動的な対応を図るほか、次世代育成支援対策、派遣労働者

の保護及び就業条件の確保対策、外国人雇用対策等の取組を推進する。

○ 緊急人材育成支援事業や求職者支援制度による職業訓練による再就職支援、ジ

ョブ・カード制度の推進等、職業能力開発行政との連携を図り、一人一人が職

業能力を発揮できる社会の実現に向けて取り組む。

（３）労働基準行政の重点施策

○ 労働条件の確保・改善等

長時間労働の抑制や賃金不払残業の防止のための監督指導等の法定労働条件の

、 。確保 外国人労働者等の特定労働分野における労働条件の確保対策等を推進する

○ 最低賃金制度の適切な運営

最低賃金の周知徹底を図るとともに、最低賃金引上げに向けた中小企業への支

援を行う。

○ 適正な労働条件の整備

長時間労働の抑制及び年次有給休暇の取得促進等を推進する。

○ 労働者の安全と健康確保対策の推進

メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策、交通労働災害・機

械災害等の労働災害多発分野における防止対策、石綿健康障害防止対策を推進す

る。

○ 労災補償対策の推進



労災保険給付の迅速・適正な処理、精神障害等事案及び脳・心臓疾患事案に係

る適正な処理を行う。

（４）職業安定行政の重点施策

○ 公共職業安定所を拠点とした積極的就労・生活支援対策（ポジティブウェルフ

ェアの推進）

公共職業安定所における、求職者支援制度や担当者制による就職促進、住居・

生活支援を推進する。

○ 若年者雇用対策の推進

新卒者・既卒者に対する就職支援、フリーター等の正規雇用化の推進、職業能

力開発施策との連携を通じて若者の就職に向けた総合的な支援を実施する。

○ 高齢者雇用対策の推進

高年齢者雇用確保措置の未実施企業等に対する指導・助言、高年齢者等の再就

職の援助・促進等を図る。

○ 障害者雇用対策の推進

法定雇用率を満たしていない事業主に対する雇用率達成指導の厳正な実施、障

害特性に応じたきめ細かな支援の実施、障害者雇用促進のための税制上の優遇措

置の拡充、障害者の職業能力開発の推進等を図る。

○ 外国人雇用対策の推進

外国人求職者の専門相談員及び通訳を配置し、安心して相談できる体制を整備

するとともに、専門的・技術的分野の外国人の就業促進を図る。

○ 安心して働ける雇用環境の整備

介護分野における雇用管理改善、住居を喪失した離職者等に対する相談支援等

を推進する。

○ 地域雇用対策の推進

全国的な取組の事例紹介や公共職業安定所の求人の円滑な充足、地方公共団体

と連携した雇用機会の創出等を推進する。

○ 地方公共団体との連携による就職支援

定期的に地方公共団体の雇用施策に関する情報を把握する等、相互の連携基盤

を一層強化するとともに、ふるさとハローワークにおける地方公共団体と連携し

た職業紹介等を行う。

○ 民間等の労働力需給調整事業の適正な運営の促進



悪質な違反を犯す、違反を繰り返す派遣元事業主、派遣先に対して行政処分、

勧告・公表の実施を含め厳正な対応を行う。

○ 雇用のミスマッチ縮小等のための雇用対策の推進

求人の総量確保のための求人開拓と求人充足対策の強化、緊急人材育成支援事

業により実施される長期失業の予防等の取組を行う。

○ 雇用促進税制の創設

雇用を増加させる企業に対し、法人税の税額控除などを行う雇用促進税制を

 地方公共団体とも連携しながら周知・推進する。

 （５）雇用均等行政の重点施策

○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保対策の推進

男女雇用機会均等法に基づく積極的な指導及び紛争解決の援助等を行うととも

に、ポジティブ・アクションの促進や職場におけるセクシュアルハラスメント対

策を推進する。

○ 「仕事と家庭の両立実現化プログラム」の実施

改正育児・介護休業法を周知徹底し、法の履行確保が図られるよう指導等を実

施するとともに仕事と家庭の両立の推進に関する周知啓発活動及び企業における

次世代育成支援の取組の一層の推進を行う。

○ パートタイム労働者の働き・貢献に見合った公正な待遇等確保対策の推進

パートタイム労働法に基づく適切な指導及び紛争解決の援助等を行うととも

に、均衡待遇・正社員化推進プランナーによる事業主支援を行う。

（６）労働保険適用徴収業務の重点施策

労働保険料等の適正徴収を進め、収納率を向上させるとともに労働保険未手続

事業一掃対策を推進する。

（７）個別労働紛争解決制度の積極的な運用

個別労働紛争の迅速かつ適正な解決に向け、総合労働相談コーナーにおけるワ

ンストップサービスの提供、助言・指導及びあっせん制度の的確な運用を図る。


